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郵
政
民
営
化
は
小
泉
内
閣
の
最
重
要
公
約
の
一
つ
で
あ
る
。
「
小
泉
改
革
宣
言

自
民
党
政
権
公
約
二
〇
〇
三
」
（
以
下

「
自
民
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
郵
政
事
業
を
二
〇
〇
七
年
四
月
に
民
営
化
」
と
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

昨
年
の
参
議
院
選
挙
の
際
に
出
さ
れ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
、
「
郵
政
事
業
を
二
〇
〇
七
年
四
月
に
民
営
化
」
と
明
記
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
政
権
公
約
に
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
郵
政
民
営
化
に
関
連
し
た
法
案
は
未
だ
国
会
に
提
出
さ
れ
て

い
な
い
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
公
約
に
掲
げ
た
郵
政
民
営
化
に
つ
い
て
、
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
に
質
問
す
る
。

一

自
民
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
郵
政
事
業
の
改
革
に
つ
い
て
、
「
二
〇
〇
四
年
秋
頃
ま
で
に
結
論
を
得
る
。
」
と
し
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
至
っ
て
も
、
郵
政
事
業
改
革
に
つ
い
て
は
政
府
と
自
民
党
の
調
整
が
つ
い
て
い
な
い
。
二
〇

〇
四
年
秋
頃
ま
で
に
結
論
を
得
る
と
い
う
小
泉
総
理
の
公
約
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
小
泉
総
理
の
お
考
え

は
い
か
が
か
。

二

自
民
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は
、
「
郵
政
事
業
を
二
〇
〇
七
年
四
月
に
民
営
化
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
自
民
党
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
二
条
の
二
に
規
定
さ
れ
る
「
国
政
に
関
す
る
重
要
政
策
及
び
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
基

一



本
的
な
方
策
等
を
記
載
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
公
職
選
挙
法
の
趣
旨
か
ら
見
て
、
政
府
が
郵
政
事
業
の
民
営
化
を
実
行
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
期
限
を
明
示
し
て
郵
政
民
営
化
を
公
約
し
た
政
党
が
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
は
、
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
時
代
の
政
党
の
あ
り
方
と
し
て
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
小
泉
総
理
の
お
考
え
は
い
か
が
か
。

三

小
泉
総
理
が
国
民
に
公
約
し
た
郵
政
事
業
の
民
営
化
の
た
め
の
法
律
案
が
現
在
ま
で
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

与
党
の
事
前
審
査
に
時
間
を
か
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
慣
行
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
法
的
な
根
拠

は
な
い
。
小
泉
総
理
に
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
の
公
約
を
守
る
た
め
、
与
党
の
事
前
承
認
を
経
ず
に
法
案
を
提
出
す
る
考
え

は
お
あ
り
か
。
ま
た
、
法
案
を
何
月
何
日
ま
で
に
国
会
に
提
出
す
る
お
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

二


